
第２２期 第１１回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和４年５月２３日（月） 
１５：３０～ 

場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 

 
 

～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）アゲマキの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議） ・・・P１～２ 

（２）ウミタケの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議）  ・・・P３～５ 

（３）クラゲの採捕に係る委員会指示（案）について（協議）    ・・・P６～１０ 

（４）委員会指示の適用除外について（協議） 

   １ 佐賀県有明海漁業協同組合               ・・・P１１～１５ 

２ 佐賀市環境政策課                   ・・・P１６～２１ 

３ 佐賀市上下水道局                   ・・・P２２～３５ 

４ 佐賀県宇宙科学館                   ・・・P３６～３９ 

５ 日本工営株式会社                   ・・・P４０～４５ 

（５）令和４年度機船船びき網（あみ１そう船びき網）漁業の許可方針（案）について 

（諮問）                           ・・・P４６～４９ 

（６）令和５年漁業権一斉切替について（報告）          ・・・P５０～５５ 

（７）その他 

 

３ 閉    会  
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５６号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで

ない。 

  

 令和４年５月  日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏   

 

１ アゲマキの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和４年６月１日から令和５年５月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５７号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がない

として特に認めた場合は、この限りでない。 

  

令和４年５月  日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏  

 

１ ウミタケの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和４年６月１日から令和５年５月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５８号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀県

有明海区（農林水産大臣管轄漁場を含む。）におけるビゼンクラゲの採捕につい

て、次のとおり指示する。  

 ただし、試験研究機関が試験研究のために採捕する場合はこの限りでない。 

 

  令和４年５月  日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏   

 

１ 傘幅 40 センチメートル未満のビゼンクラゲは、採捕してはならない。 

 

２ 6 月 1 日から 6 月 31 日まで及び 11 月 1 日から翌年 5 月 31 日までの間、ビ

ゼンクラゲを採捕してはならない。 

 

３ 次の区域内においては、ビゼンクラゲを採捕してはならない。 

（１）塩田川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線によ

り囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 06 分 30 秒、 東経 130 度 09 分 00 秒 

イ 北緯 33 度 05 分 10 秒、 東経 130 度 11 分 25 秒 

ウ 北緯 33 度 05 分 18 秒、 東経 130 度 11 分 30 秒 

エ 北緯 33 度 06 分 32 秒、 東経 130 度 09 分 03 秒 

 

（２）六角川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を 

順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 10 分 58 秒、 東経 130 度 14 分 04 秒 

イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 13 分 29 秒 

ウ 北緯 33 度 08 分 29 秒、 東経 130 度 13 分 46 秒 

エ 北緯 33 度 08 分 12 秒、 東経 130 度 13 分 56 秒 

オ 北緯 33 度 08 分 13 秒、 東経 130 度 14 分 09 秒 

カ 北緯 33 度 08 分 37 秒、 東経 130 度 13 分 54 秒 

キ 北緯 33 度 09 分 36 秒、 東経 130 度 13 分 44 秒 
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ク 北緯 33 度 10 分 57 秒、 東経 130 度 14 分 14 秒 

 

（３）嘉瀬川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を 

順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 10 分 55 秒、 東経 130 度 14 分 49 秒 

イ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 34 秒 

ウ 北緯 33 度 09 分 32 秒、 東経 130 度 14 分 21 秒 

エ 北緯 33 度 08 分 20 秒、 東経 130 度 14 分 30 秒 

オ 北緯 33 度 08 分 21 秒、 東経 130 度 14 分 37 秒 

カ 北緯 33 度 09 分 31 秒、 東経 130 度 14 分 26 秒 

キ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 40 秒 

ク 北緯 33 度 10 分 52 秒、 東経 130 度 14 分 53 秒 

 

（４）広江漁港の区域付近のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及 

びアの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 10 分 10 秒、 東経 130 度 16 分 39 秒 

イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 16 分 25 秒 

ウ 北緯 33 度 09 分 38 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 

エ 北緯 33 度 06 分 37 秒、 東経 130 度 15 分 31 秒 

オ 北緯 33 度 06 分 36 秒、 東経 130 度 15 分 34 秒 

カ 北緯 33 度 09 分 48 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 

キ 北緯 33 度 09 分 52 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 

ク 北緯 33 度 10 分 04 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 

ケ 北緯 33 度 10 分 07 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 

 

（５）早津江川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点を順次結 

んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 08 分 42 秒、 東経 130 度 20 分 05 秒 

イ 北緯 33 度 08 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 26 秒 

ウ 北緯 33 度 07 分 05 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 

エ 北緯 33 度 07 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 00 秒 

オ 北緯 33 度 07 分 48 秒、 東経 130 度 17 分 30 秒 

カ 北緯 33 度 08 分 34 秒、 東経 130 度 20 分 08 秒 

9



 

（６）農林水産大臣管轄漁場のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び 

アの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 46秒 

イ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 41秒 

ウ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 40秒 

エ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 25秒 

オ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 33秒 

カ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 47秒 

キ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 49秒 

ク 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 54秒 

 

（７）只江川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線によ

り囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 07 分 35 秒、 東経 130 度 10 分 25 秒 

イ 北緯 33 度 07 分 04 秒、 東経 130 度 10 分 49 秒 

ウ 北緯 33 度 07 分 02 秒、 東経 130 度 10 分 45 秒 

エ 北緯 33 度 07 分 32 秒、 東経 130 度 10 分 19 秒 

 

４ ビゼンクラゲを目的とした固定式刺網漁業において使用する漁具の規模等 

は、次のとおりとする。 

（１）１隻が使用する網漁具の総延長  250 メートル以下  

（２）網丈              ９メートル以下 

（３）網の目合            20 センチメートル以上 

（４）使用する漁具          １統 

 

５ 指示期間 

令和４年６月１日から令和７年５月３１日まで 

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
1  

 
 

2  
7 2  

 
3  

 
 

4  
 
 

 
5  
  
 
6 1300g 
 
7  

No.1 No.7  
 

 
8  

 

22



 

(1) (2) (3) (4) (5)

SA3-34403 0.6
6.25

BF40A 
30 

SA3-16565 1.0
6.66

6D7 
60 

SA3-33369 0.6
6.18

6BG 
30 

SA3-16178 3.6
12.47 70 

SA3-33318 0.6
6.18

6C1 
60 

SA3-12050 4.35
12.48 70 
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令和４年度機船船びき網（あみ１そう船びき網）漁業許可方針 

 

第１ 制限措置 

１ 漁業種類 

あみ１そう船びき網漁業 

   ２ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

１０隻 

   ３ 船舶の総トン数 

     １．５トン未満 

   ４ 推進機関の馬力数 

     制限なし 

   ５ 操業区域 

     佐賀県有明海 

   ６ 漁業時期 

     ７月１５日から１１月３０日まで 

   ７ 漁業を営む者の資格 

（１） 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうと 

する者 

（２） 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

（３） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」と 

いう。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

（４） 適切な資源管理を実践できる者 

（５） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

（６） 過去１年間に漁業関係法令違反による司法処分を受けていない者 

 

第２ 許可の有効期間 

   令和４年７月１５日から令和４年１１月３０日まで 

 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和４年５月３０日から 

令和４年６月３０日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）が、１０ 

件に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申請期間とし 

て追加する。 

３ 令和４年１０月３１日までの期間において、受付数と申請期間の最終日時点 

で有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を足した数（以下「合計数」 

という。）が１０件に到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁日 

を更に新たな申請期間として追加することを繰り返す。ただし、最後に追加し 

た申請期間より前の申請期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若しく 

は不許可の処分又は申請の取下げをしたものについては、これを受付数から除
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く。 

４ 合計数が１０件に到達した日以降から令和４年１０月３１日までの期間に 

おいて、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな申請期間を追加する。 

申請期間は、規則第１１条第１項に基づく公示をした日から次の開庁日までと 

し、これ以降の申請期間の取扱いは、上記３に同じ。 

 

第４ 許可の基準 

   １ 令和４年５月３０日から令和４年６月３０日における受付数が１０件を超 

える場合は、次に掲げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。 

ただし、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第 

１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 

（１） 令和３年１１月３０日時点で当該知事許可漁業の許可を有していた 

者。ただし、当該順位の適用は、有していた許可件数の範囲までとす 

る。 

（２） 令和３年１１月３０日時点で当該知事許可漁業の許可を有していた 

者から、許可を受けていた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受 

け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船 

舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者 

（３） 前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

（４） 当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（５） 上記（１）から（４）に該当しない者 

   ２ 令和４年６月３０日以降における合計数が１０件を超える場合は、最後に設 

定した申請期間に受付けた者を次に掲げる優先順位により許可又は起業の認 

可をする者を定める。ただし、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。 

なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 

     （１） 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶 

を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併 

若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して 

当該知事許可漁業を営もうとする者 

     （２） 当該知事許可漁業の許可を有している者又は前回の許可の有効期間 

中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

     （３） 当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

     （４） 上記（１）から（３）に該当しない者 

 

第５ 条件 

   １ 次に掲げる海域以外で操業してはならない。 

     （１） 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケの各点を順次に結んだ直 

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域 

ア 国営有明干拓福富工区南東端   イ 住之江港導灯後灯 

ウ ３１２号鋼管                    エ ３２９号鋼管 
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オ ３３２号鋼管                    カ ３５８号鋼管 

キ ３６０号鋼管                    ク ３９６号鋼管 

ケ ３６５号鋼管及び３９６号鋼管を結んだ線の延長線と国営有明 

干拓地区有明工区堤防との交点 

（２） ５２０号鋼管、５０５号鋼管及び沖神瀬灯標を結んだ線の延長線以 

南の佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を除く。） 

２ 上記１（２）の海域については、第１種区画漁業権（のり養殖業）及び第３ 

種区画漁業権（あげまき養殖業）漁場内で操業してはならない。 

３ 操業の際は、県が定める標旗を船舷上１．５メートル以上の高さに掲げなけ 

ればならない。 
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海 漁業権の  切替えについて 
 
 

1 漁業権の種類 
行政庁の免許により一定の水面において排他的に一定の漁業を営む権利で、定置、区画、

共同の 3 種があります。 
 
２ 存続期間 
〇令和５年８月 31 日に共同・定置・区画漁業権が期間満了となるため、新規漁業権を免許

します。 
〇存続期間は、共同漁業権は 10 年、定置・区画漁業権は５年です。 
 
3 各漁業権について 
（１）共同漁業権 
〇 海面では第１種（あわび漁業、うに漁業等）、第２種（小型定置網漁業等）、第３種

（飼付け漁業、築磯漁業等）、第４種（特定海面において営む寄魚漁業等）、第５種（内
水面漁業）があります。なお、本県では第４種共同漁業権の免許はされていません。 

〇 第１種共同漁業権の内容とすることのできる水産動植物の種類は藻類、貝類及び農林
水産大臣が指定する定着性の水産動物（なまこ、いせえび等の 14 種）に限られ、魚類
やイカ類などの遊泳するものは内容とすることができません。なお、第１種共同漁業権
により生じる権利は、漁業権の内容となっている水産動植物にのみに及びます。 

 
本県の免許状況 

漁業の種類 松浦 有明 
第１種共同漁業権 23 1 
第２種共同漁業権 23 1 
第３種共同漁業権 6 2 

 
（２）定置漁業権 
○一定の水面に漁具を定置して営む漁業で、身網の設置場所の最深部が最高潮時で水深 27

ｍ以上のもの。 
 
本県の免許状況 

漁業の種類 松浦 有明 
定置漁業権 2 0 

 

50



（３）区画漁業権 
〇第１種（のり・わかめ養殖、魚類小割式養殖、かき垂下式養殖）、第２種（くるまえび築

堤式養殖）、第３種（あさり地まき式養殖等）があります。 
 
本県の免許状況 

漁業の種類 松浦 有明 
第１種区画漁業権 112 328 
第２種区画漁業権 3 0 
第３種区画漁業権 4 168 

 
4 免許制度及び主な手続き（下線部は、新漁業法施行に伴い改正された手続き等） 
〇漁業権の免許にあたり、都道府県知事は５年ごとに、海区漁場計画を定めます。 
〇海区漁場計画は、水産資源の持続的利用の確保や海面の総合的な利用推進のため作成し

ます。 
〇海区漁場計画は、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないこと、適切かつ有効に活用され

ている漁業権（活用漁業権）があるときはおおむね等しいと認められる漁業権（類似漁
業権）が設定されていること、及び団体漁業権として区画漁業権を設定することが漁業
生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定
されていること、が必要とされています。 

※漁業権の免許の優先順位が撤廃されます。現存する漁業権については、漁場を適切かつ有
効に活用している漁業者の利用を確保することを優先しますが、これ以外の場合は地域
の水産業の発展に最も寄与する者に免許します。 

〇都道府県知事は海区漁場計画の案を作成しようとするときは、利害関係人の意見を聴か
なければならず、聴取した意見を検討し、その結果は公表しなければなりません。 

〇都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴か
なければなりません。 

〇海区漁業調整委員会は、海区漁場計画の案に意見を述べようとするとき、公聴会を開き、
利害関係人等の意見を聴かなければなりません。 
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参考 
 
（定義） 
第六十条 この章において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 
２ この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、

区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。 
３ この章において「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものを

いう。 
一 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル（沖縄県にあつ

ては、 五メートル）以上であるもの（瀬 内海（第百五  条第 項に規定する瀬 
内海をいう。）におけるます網漁業並びに陸奥湾（陸奥湾の海面として農林水産大臣の指
定するものをいう。）における落とし網漁業及びます網漁業を除く。） 

二 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの 
４ この章において「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。 
一 第一種区画漁業 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業 
二 第二種区画漁業 土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域内において営む

養殖業 
三 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外の

もの 
５ この章において「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用し

て営むものをいう。 
一 第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とす

る漁業 
二 第二種共同漁業 海面（海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を

含む。以下同じ。）のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面（次
号及び第四号において「特定海面」という。）において網漁具（えりやな類を含む。）を
移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のもの三 第三種共同漁業 特
定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業（動力漁船を使用する
ものを除く。）、飼付漁業又はつきいそ漁業（第一号に掲げるものを除く。） 

四 第四種共同漁業 特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業 
五 第五種共同漁業 内水面（海面以外の水面をいう。以下同じ。）又は第二号の湖沼に準ず

る海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの 
６ この章において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれか

に該当するものをいう。 
一 専ら漁業に従事する船舶 
二 漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 
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三 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 
四 専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従

事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの 
７ この章において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の区画漁業権（その内容たる

漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。）
又は共同漁業権（以下この章において「団体漁業権」と総称する。）に属する漁場におい
て当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。 

８ この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁
場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。 

９ この章において「保全沿岸漁場」とは、漁業生産力の発展を図るため保全活動の円滑か
つ計画的な実施を確保する必要がある沿岸漁場として都道府県知事が定めるものをいう。 

（海区漁場計画） 
第六十二条 都道府県知事は、その管轄に属する海面について、五年ごとに、海区漁場計画

を定めるものとする。ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、
この限りでない。 

２ 海区漁場計画においては、海区（第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この
款において同じ。）ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項 
イ 漁場の位置及び区域 
ロ 漁業の種類 
ハ 漁業時期 
ニ 存続期間（第七十五条第一項の期間より短い期間を定める場合に限る。） 
ホ 区画漁業権については、個別漁業権（団体漁業権以外の漁業権をいう。次節において同

じ。）又は団体漁業権の別ヘ 団体漁業権については、その関係地区（自然的及び社会経
済的条件により漁業権に係る漁場が属すると認められる地区をいう。第七十二条及び第
百六条第四項において同じ。） 

ト イからヘまでに掲げるもののほか、漁業権の設定に関し必要な事項 
二 当該海区に設定する保全沿岸漁場について、次に掲げる事項 
イ 漁場の位置及び区域 
ロ 保全活動の種類 
ハ イ及びロに掲げるもののほか、保全沿岸漁場の設定に関し必要な事項 
（海区漁場計画の要件等） 
第六十三条 海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 
一 それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整そ

の他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。 
二 海区漁場計画の作成の時において適切かつ有効に活用されている漁業権（次号において
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「活用漁業権」という。）があるときは、前条第二項第一号イからハまでに掲げる事項が
当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権（次号において「類似漁業権」という。）
が設定されていること。 

三 前号の場合において活用漁業権が団体漁業権であるときは、類似漁業権が団体漁業権と
して設定されていること。 

四 前号の場合のほか、漁場の活用の現況及び次条第二項の検討の結果に照らし、団体漁業
権として区画漁業権を設定することが、当該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力
の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されて
いること。 

六 それぞれの保全沿岸漁場が、海区に設定される漁業権の内容たる漁業に係る漁場の使用
と調和しつつ、水産動植物の生育環境の保全及び改善が適切に実施されるように設定さ
れていること。 

２ 都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たつては、海区に係る海面全体を最大限に活
用するため、漁業権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよ
う努めるものとする。 

（海区漁場計画の作成の手続） 
第六十四条 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令

で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他
の利害関係人の意見を聴かなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により聴いた意見について検討を加え、その結果を公表し
なければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の検討の結果を踏まえて海区漁場計画の案を作成しなければなら
ない。 

４ 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴
かなければならない。 

6 
５ 海区漁業調整委員会は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場

所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁
業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。 

６ 都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、当該海区漁場計画の内容その他農林
水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日及び第百九条の沿岸漁場
管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。 

７ 前項の免許予定日及び指定予定日は、同項の規定による公示の日から起算して三月を経
過した日以後の日としなければならない。 

８ 前各項の規定は、海区漁場計画の変更について準用する。 
（漁業権の存続期間） 
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第七十五条 漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、区画漁業権（真珠養殖業を内容
とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。）及び共同漁業権にあつては十年、
その他の漁業権にあつては五年とする。 

２ 都道府県知事が海区漁場計画又は内水面漁場計画において前項の期間より短い期間を
定めた漁業権の存続期間は、同項の規定にかかわらず、当該都道府県知事が定めた期間
とする。 
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